
愛媛県 保健福祉部 社会福祉医療局 医療対策課
TEL:089-912-2449（直通）

e-mail：iryotaisaku@pref.ehime.lg.jp

詳細は裏面へ

地域医療医師確保期間選択制奨学金とは、貸与期間と同期間、知事が指定する医療機関
等で働くと貸与額全額が返還免除される制度です。



愛媛県では、将来、医師として県内で地域医療に従事しようとする
全国の医学生、研修医の皆様を対象とした奨学金制度を設けています。
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将来、県内の医療機関で一定期間、医師の業務に従事する意志のある次の方
①全国の大学医学部医学科１年生～６年生（※自治医科大学生を含む）
②全国の初期臨床研修医
③県内の後期（専門）研修医

５名程度
※一般枠、特定診療科枠（産科）
を含みます。

一般枠：月額10万円
特定診療科枠：月額20万円

貸与期間と同期間、知事が指定する医療機関等で勤務した場合、
返還免除となります。
※特定診療科枠の場合は産科の医師として勤務いただく必要があります。

貸与期間
県内指定医療機関等
※主に県内公立病院

制度について詳しく知りたい方は、愛媛県のホームページ又は下記まで
お問い合わせください。

愛媛県保健福祉部社会福祉医療局医療対策課
TEL：089-912-2449（直通）
e-mail：iryotaisaku@pref.ehime.lg.jp
ホームページはこちらへアクセス

連続する２年以上６年以下
※ご希望に応じて貸与期間が
選択できます。

愛媛県 医師確保奨学金

受付期間 令和６年３月１日（金）～令和７年２月28日（金）


